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専第１号 

 

   専決処分の承認について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成２９年度

各務原市一般会計補正予算（第１０号）を定めることについて専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

 

  平成３０年６月８日報告 

 

各務原市長  浅 野 健 司      
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専決第６号 

 

   平成２９年度各務原市一般会計補正予算（第１０号）を定めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成２９年度

各務原市一般会計補正予算（第１０号）を定めることについて、次のとおり専決処分する。 

 

  平成３０年３月３０日 

                     各務原市長  浅 野 健 司      

 

 

   平成２９年度各務原市一般会計補正予算（第１０号） 

 

平成２９年度各務原市の一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,000,000千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ50,429,227千円とする。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 



第１表　歳入歳出予算補正

　　 歳　　　　入 (単位：千円)

補正前予算額

1 市税 20,664,261 1,064,690 21,728,951

1 市民税 9,030,061 663,678 9,693,739

2 固定資産税 9,080,785 295,767 9,376,552

3 軽自動車税 287,958 27,558 315,516

4 市たばこ税 750,000 24,910 774,910

6 入湯税 1,200 872 2,072

7 都市計画税 1,514,257 51,905 1,566,162

2 地方譲与税 390,000 59,125 449,125

1 地方揮発油譲与税 120,000 10,139 130,139

2 自動車重量譲与税 270,000 48,986 318,986

3 利子割交付金 25,000 28,833 53,833

1 利子割交付金 25,000 28,833 53,833

4 配当割交付金 69,000 36,909 105,909

1 配当割交付金 69,000 36,909 105,909

5 株式等譲渡所得割 21,000 102,318 123,318

交付金

1 株式等譲渡所得割 21,000 102,318 123,318

交付金

6 地方消費税交付金 2,430,000 116,223 2,546,223

1 地方消費税交付金 2,430,000 116,223 2,546,223

7 ゴルフ場利用税交 20,000 2,314 22,314

付金

款 項 補正予算額 補正後予算額
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(単位：千円)

補正前予算額

1 ゴルフ場利用税交 20,000 2,314 22,314

付金

8 自動車取得税交付 80,000 58,341 138,341

金

1 自動車取得税交付 80,000 58,341 138,341

金

11 地方交付税 3,132,038 264,049 3,396,087

1 地方交付税 3,132,038 264,049 3,396,087

12 交通安全対策特別 20,000 2,102 22,102

交付金

1 交通安全対策特別 20,000 2,102 22,102

交付金

15 国庫支出金 6,407,346 △ 7,740 6,399,606

2 国庫補助金 1,627,499 △ 7,740 1,619,759

16 県支出金 4,948,744 △ 11,810 4,936,934

1 県負担金 3,777,006 △ 13,171 3,763,835

2 県補助金 889,891 1,361 891,252

18 寄附金 430,165 52,000 482,165

1 寄附金 430,165 52,000 482,165

19 繰入金 2,706,054 △ 6,054 2,700,000

1 基金繰入金 2,706,054 △ 6,054 2,700,000

21 諸収入 917,906 1,200 919,106

6 雑入 477,108 1,200 478,308

款 項 補正予算額 補正後予算額
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(単位：千円)

補正前予算額

22 市債 2,730,600 △ 762,500 1,968,100

1 市債 2,730,600 △ 762,500 1,968,100

歳　　入　　合　　計 49,429,227 1,000,000 50,429,227
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　　 歳　　　　出 (単位：千円)

補正前予算額

2 総務費 4,264,145 0 4,264,145

1 総務管理費 3,224,497 0 3,224,497

3 民生費 13,199,307 0 13,199,307

2 高齢福祉費 487,313 0 487,313

4 衛生費 3,527,210 0 3,527,210

2 環境費 2,356,122 0 2,356,122

5 労働費 86,767 0 86,767

1 労働諸費 86,767 0 86,767

7 商工費 4,291,720 △ 59,165 4,232,555

1 商工費 4,291,720 △ 59,165 4,232,555

8 土木費 3,652,757 0 3,652,757

4 都市計画費 1,153,092 0 1,153,092

9 消防費 2,001,146 0 2,001,146

1 消防費 2,001,146 0 2,001,146

10 教育費 4,888,526 0 4,888,526

2 小学校費 691,211 0 691,211

3 中学校費 461,821 0 461,821

6 社会教育費 1,016,109 0 1,016,109

7 保健体育費 1,391,116 0 1,391,116

13 諸支出金 7,957,532 1,059,165 9,016,697

3 基金費 2,805,716 1,059,165 3,864,881

歳　　出　　合　　計 49,429,227 1,000,000 50,429,227

款 項 補正予算額 補正後予算額
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第２表　地方債補正

（変更）

補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

起債の目的

13,300
年 5.0％ 年 5.0％

以 内 以 内

11,100

5,200

8,000

343,700

51,500

12,600

31,700

2,300

都 市 再 生
整 備 事 業

地区計画事業

消 防 施 設
整 備 事 業

全国瞬時警報
シ ス テ ム
整 備 事 業

稲 田 園 整 備
事 業

航空宇宙科学
博 物 館 施 設
整 備 事 業

火 葬 場 整 備
事 業

し尿処理施設
整 備 事 業

330,100

40,000

9,700

産業文化セン
ター施設整備
事 業

千円 千円

10,500

4,400

0

12,200

2,100

起債の
方 法

利 率
償 還 の
方 法

限 度 額
起債の
方 法

利 率
償 還 の
方 法

限 度 額

31,300

ただし､利
率見直し
方式で借
り入れる
資金につ
いて利率
の見直し
を行った
後におい
ては、当
該見直し
後の利率 

普通貸借 

 

又は 

 

証券発行 

 公的資金

については、

その融資条

件により、

銀行その他

の場合には

借入先と協

定し、その

条件に従う

ものとする。 

 ただし、

市財政の都

合により据

置期間及び

償還期限を

短縮し、又

は繰上償還

若しくは低

利に借り換

えすること

ができる。 

ただし､利
率見直し
方式で借
り入れる
資金につ
いて利率
の見直し
を行った
後におい
ては、当
該見直し
後の利率 

普通貸借 

 

又は 

 

証券発行 

 公的資金

については、

その融資条

件により、

銀行その他

の場合には

借入先と協

定し、その

条件に従う

ものとする。 

 ただし、

市財政の都

合により据

置期間及び

償還期限を

短縮し、又

は繰上償還

若しくは低

利に借り換

えすること

ができる。 
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補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

起債の目的

77,300
年 5.0％ 年 5.0％

以 内 以 内

64,200

12,000

52,900

1,651,500

68,800

限 度 額
起債の
方 法

利 率
償 還 の
方 法

限 度 額
起債の
方 法

利 率
償 還 の
方 法

小 学 校 施 設
整 備 事 業

千円 千円

中 学 校 施 設
整 備 事 業

8,700

文 化 会 館
整 備 事 業

11,700

体 育 施 設
整 備 事 業

45,300

臨 時 財 政
対 策 債

1,000,000

ただし､利
率見直し
方式で借
り入れる
資金につ
いて利率
の見直し
を行った
後におい
ては、当
該見直し
後の利率 

普通貸借 

 

又は 

 

証券発行 

 公的資金

については、

その融資条

件により、

銀行その他

の場合には

借入先と協

定し、その

条件に従う

ものとする。 

 ただし、

市財政の都

合により据

置期間及び

償還期限を

短縮し、又

は繰上償還

若しくは低

利に借り換

えすること

ができる。 

ただし､利
率見直し
方式で借
り入れる
資金につ
いて利率
の見直し
を行った
後におい
ては、当
該見直し
後の利率 

普通貸借 

 

又は 

 

証券発行 

 公的資金

については、

その融資条

件により、

銀行その他

の場合には

借入先と協

定し、その

条件に従う

ものとする。 

 ただし、

市財政の都

合により据

置期間及び

償還期限を

短縮し、又

は繰上償還

若しくは低

利に借り換

えすること

ができる。 
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